
 

地域密着型介護老人福祉施設 

「かわにし苑」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して施設介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサ

ービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護 3～要介護５」と認

定された方が対象となります。 
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                    １ 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（福井市指定 第１８９０１００１７３号） 

 

 

 

 

 



 

１．事業の目的と運営方針 

 要介護状態にある方に対し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供することにより要介護

状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めます。 

 

２．施設の内容 

①事業者 

（１）法人名       社会福祉法人 健愛会 

（２）法人所在地     福井県福井市砂子坂町第９号５番地 

（３）電話番号       ０７７６－８３―１０５５ 

（４）代表者氏名     理事長 山内 健司 

（５）設立年月       平成１８年１２月２２日 

②事業所の概要 

（１）事業所の種類    地域密着型介護老人福祉施設 

（２）事業所の名称    かわにし苑 

（３）事業所の所在地  福井県福井市砂子坂町第９号５番地 

（４）電話番号       ０７７６－８３―１０５５ 

（５）事業所長（管理者）氏名    米澤 正倫  

（６）事業開始年月      平成１９年１０月１日 

（７）事業所が行っている他の業務 

 当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。      

・短期入所生活介護(予防)   

 

③施設の従業者体制 

職種 従事するサービス種類・業務 常勤 非常勤 合計 

管理者 業務一元的な管理  1 名 ― １名 

医師  健康管理及び療養上の指導 ― 1 名 １名 

生活相談員 生活相談及び指導 1 名 ― １名 

介護支援専門員 施設サービス計画等 1 名 ― １名 

介護職員 介護業務 16 名以上 ― 16 名以上 

看護師（准看護師） 
心身の健康管理、口腔衛生と機能の 

チェック及び指導、保健衛生管理 
1 名以上 ― 1 名以上 

機能訓練指導員 
身体機能の向上、健康維持のための

指導 
1 名 ― １名 

栄養士（管理栄養士） 
食事の献立作成、栄養計算、栄養指

導等 
1 名 ― １名 

 

 

 

 

 

２ 



 

④職種の勤務体制 

内容 人数 時間 

早出 2 名 7：00～16：00 

日勤 4 名以上 8：30～17：30 

遅出 2 名 11：00～20：00 

夜勤 2 名 17：30～翌 8：30 

 

⑤設備の概要 

○ 居室 

定員      29 名 

ユニット型個室 29 室 

利用者の居室には、介護ベッド・床頭台等を備品として備えております。 

ベッドでの離床、睡眠の様子を感知できるセンサーを設置しています。 

○ 食堂         

利用者が利用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者が利用できるテーブル・

いす・箸や食器類などの備品類を備えています。 

○ 浴室        

  浴室には利用者が利用しやすいよう、一般浴槽のほかに要介助者のための特殊浴槽を

設けます。 

○ 洗面所及び便所    

  必要に応じて各階各所に洗面所や便所を設けています。 

○ 機能訓練室       

利用者が利用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具

等を備えています。 

  ○ 医務室         

    利用者の診療・治療のために、医療法に規程する診療所を設け、利用者を診察するた

めに必要な医薬品及び医療器具を備えます。 

 

３．サービスの内容 

(1) 基本サービス 

① 食事       

区 分 時 間 

朝 食  7：30～8：30 

昼 食 12：00～13：00 

夕 食 18：00～19：00 

② 介護     食事等の介助、着替え介助、排泄介助、おむつ交換、体位変換、口腔 

ケア、施設内移動の付添い、相談等の精神的ケア、日常生活上の世話 

③ 入浴      

可能な限り利用者の希望に応じて入浴の機会を設けます。 

状態によっては、特別浴又は清拭となる場合があります。 

④ 機能訓練   機能訓練室等にて利用者の状況に応じて機能訓練を実施します。 

⑤ 理容・美容  月１回、理容・美容サービスを実施しております。（料金は自己負担） 

３ 



 

⑥ レクリエーション 月々多彩な行事等を実施しています。 

⑦ 生活相談 

生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関すること等の相談に応じます。  

⑧ 健康管理 

  利用中の医療機関の受診は、基本的にご家族に対応いただきます。ただし、ご利用開

始後必要に応じ、健康状態を把握するため、嘱託医へ外来し受診する場合がございます。 

⑨ 口腔衛生の管理 

 口腔の健康の保持を図り、自立した生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制

を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行います。 

４．利用料金 

 厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該介護老人福祉施設が法定代理受領サービ

スであるときは、介護報酬の告示により計算した地域密着型介護老人福祉施設サービスに各利

用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。 

 また、下記料金等に関して、福井市は地域区分 7 級地の上乗せ割合単位＝１０.１４円にて計

算されます。 

□ 介護報酬告示額 

(1) 基本料金 

介護区分 
1 日あたりの利用料 

ユニット型個室 

要介護１ 682 単位 

要介護２ 753 単位 

要介護３ 828 単位 

要介護４ 901 単位 

要介護５ 971 単位 

(2) 加算料金等 

加算 内容 1 日あたり 

初 期 
施設内で生活に慣れるために様々な支援を必要とすることか

ら、利用日から 30 日に限り加算します。 
30 単位 

安全対策体制加算 

事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・職員に対

する研修の実施、担当職員が外部研修を修了、組織的に体制が

整っていることを条件に入所初日のみ加算されます。 

20 単位 

日常生活 

継続支援(Ⅱ) 

算定日の属する月の前六か月または 12 か月間における新規入

所者の総数における要介護 4 または 5 の割合が 70％以上を占

めていること。認知症の状態にある方の割合が６５％以上、た

ん吸痰等が必要な方の割合が  １５％以上のいずれかを見た

していること。直接、介護を行う職員の介護福祉士保有率が入

居者 6 人に対し 1 人以上配置されていることを条件に加算し

ます。 

46 単位 

看護体制加算(Ⅰ)イ 
看護職員が 1 名以上配置されていることを条件に加算します。 

12 単位 

看護体制加算(Ⅱ)イ 
看護職員が基準より多く配置されており、病院等と連携を行い

24 時間連絡体制が取れることを条件に加算します。 
23 単位 

４ 



 

栄養マネジメント 

強化加算 

管理栄養士配置され、管理栄養士が入居者様の栄養管理を行う

ことを条件に加算します。 
11 単位/日 

夜勤職員配置(Ⅳ)

イ 

ベッドでの離床、睡眠の様子を感知できるセンサーを全室に設

置し、職員が常に連絡を取れる通信機器を使用していること。

夜勤時間帯に介護職員が、手厚く配置されており、喀痰吸引等

の実施できる介護職員が配置されていることを条件に加算し

ます。 

61 単位/日 

外 泊 

利用者が病院等の入院を要した場合及び居宅に外泊された場

合、1 ケ月に 6 日を限度とし加算します。 

246 単位/日 

経口移行加算 

医師の指示に基づき経口による食事の摂取を進めるための計

画を作成し、その計画に基づいて支援が行なわれた場合に加算

します。 

28 単位/月 

経口維持加算 

Ⅰ、Ⅱ 

経口により食事を摂取する入所者への適切な環境設備や体制

が整備されている場合に加算します。 

Ⅰ400 単位/月 

Ⅱ100 単位/月 

口腔衛生管理加算

Ⅰ、Ⅱ 

口腔衛生の管理に歯科医師や歯科衛生士の指導に基づいて行

う場合に加算します。 

Ⅰ90 単位/月 

Ⅱ110 単位/月 

科学的介護 

推進体制加算Ⅰ、

Ⅱ 

利用者ごとの身体の状態や栄養状態、口腔機能の状態、認知症

の症状等を厚生労働省にデータを月１回送信し、統計データを

元にケア計画の作成、見直し、確認、実行を行うことで算定さ

れます。 

Ⅰ40 単位/月 

Ⅱ50 単位/月 

療養食 

利用者の病状等に応じて、嘱託医により利用者に対し疾患治療

の手段として発行された、食事箋に基づき療養食を提供し、1 日

最大 3 回まで加算します。 

6 単位/回 

看取り介護 

加算 Ⅰ 

医師・看護員・介護員などの他職種が共同して、随時本人また

は家族等の同意を得ている。嘱託医と連携し、24 時間対応でき

る体制をとっている。施設内で実際に看取った場合に 45 日限

定で加算します。 

・死亡日 45 日前～31 日前 72 単位 

・死亡日以前４～３０日前 

・死亡日の前日、前々日 

・死亡日 

 

 

 

 

72 単位 

144 単位 

680 単位 

1280 単位 

認知症チームケア

推進加算Ⅰ Ⅱ 

認知症の人の質の高いケアを提供し、行動・心理症状(BPSD)の

予防や対応への取り組みに加算します。 

Ⅰ150 単位 

Ⅱ120 単位 

退所時栄養情報連

携加算 

管理栄養士が退所者の栄養管理情報を居宅、他の介護施設・医

療機関等に提供したときに加算します。 
70 単位/月 

再入所時栄養情報

連携加算 

医療機関に入院し以前とは異なる栄養管理が求められるとき、

医療機関と連携して栄養管理方法の調整を行ったとき加算し

ます。 

200 単位/月 



 

特別通院送迎加算 施設外において定期的かつ継続的に透析が必要な方に対して

施設職員が月 12 回以上の送迎を行った場合に加算します。 
594 単位/月 

退所時等相談援助

加算 

退所の前後に利用するサービスの調整や、必要な情報を居宅

支援事業所などに提供することで加算します。 

退所前訪問相談援助加算(入所中 460単位/1回) 

退所後訪問相談援助加算(退所後 460単位/1回) 

退所時相談援助加算(400単位) 

退所前連携加算(500単位) 

退所時情報提供加算(250単位) 

 

生産性向上推進 

体制加算ⅠⅡ 

介護ロボットや ICT 等のテクノロジーを導入し、業務改善を継

続的に行うことに加算します。 

Ⅰ100 単位/月 

Ⅱ10 単位/月 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

月額の介護サービス費の合算額にサービス別の加算率を乗じ

た単位数で加算します。 
14.0% 

 

（３）「居住費」及び「食費」  １日あたりの金額 

居 室 居住費 食費 

ユニット型個室 2,500 円 1,650 円 

※介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額とします。 

 

（４） その他に個人で負担していただく物 

【持込物品に関しては（寝具やじゅうたん、カーテン等）防炎物品に限らせていただきます】     

・ 冷蔵庫持込使用料（容量 100L 程度の品…100 円/日） 

・ テレビレンタル使用料（100 円/日） 

・ テレビ持込使用料（50 円/日） 

・ 医療費（在宅酸素代含む） 

・ おやつ代（100 円/回） 

・ 理美容代金(１回)  カット代：1500 円 顔剃り：1000 円  

・ 手芸品レクリエーションの材料費、菊人形等の入場代 

・ 衣類 

・ 個人で使用するタオル・バスタオル、テッシュペーパー、乾電池 

・ 施設指定以外の寝具 

・ 特別な食事など 

・ 入院・外泊中の個室料    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ６ 

 



 

５．サービス利用に当たっての留意事項 

 ①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には職員にご一報ください。 

 ②利用者は、施設内の機械及び器具を利用される際、必ず職員に声をかけてください。 

 ③施設内での金銭及び食物などのやりとりは、ご遠慮ください。 

 ④職員に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 ⑤利用者もしくはその家族により、職員に対してハラスメント行為があった場合は、文書で

通知することにより、すぐにサービスを終了させていただく場合があります 

 

６．非常災害対策 

 施設では、感染症や非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に

関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ業務継続計画を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置及び、年 2 回利用者及び職員等の避難訓練を行います。 

 

７．緊急時の対応 

緊 急 時 心身状態の異変や容体急変の時は、[家族等への連絡一覧] によって家族に連絡す

ると共に、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療機関への連絡等必要

な措置を講じます。 

終 末 期 人生の終末期には、特別な介護(ターミナルケア)が必要となります。その節は、

施設療養か入院治療か、家族と嘱託医による話し合いがもたれます。その際は、

一時的に居室又は療養室にて家族付添いをお願いする場合があります。 

 

８．事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を 

行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべ

き事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

９．守秘義務に関する対策 

 施設及び職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。また、退職後に

おいてもこれらの秘密を保守するべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。 

 

10．利用者の尊厳 

 利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、職員教育を行います。 

 

11．身体拘束の禁止 

 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

 ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざる得ない場合には事前に利用者及びそ

の家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心

身の状 

況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

12．苦情相談窓口 

（１）苦情の受付 

  当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付担当者 （相談員） 宮口 陽子 



 

 

○ 苦情受付責任者  (管理者)  米澤 正倫 

○受付時間    毎週 月曜～金曜日 8 時 30 分～5 時 30 分 

○ご利用方法   0776－83－1055 

 

（２）苦情受付機関 

福井市地域包括ケア推進課 

所在地  福井市大手３丁目１０番１号 

電話番号  0776-20-5400  

受付時間 平日 8 時 30 分～17 時 15 分 

福井県国民健康保険団体連合会 

所在地  福井市西開発 4 丁目 202-1 自治会館 

電話番号 0776－57－1614 

受付時間 8 時 30 分～5 時 30 分 

 

（３）苦情処理第三者委員  

   氏名 新明 輝美 氏   電話番号 090-8967-3773 

  公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 

 

13．虐待の防止について 

施設及び職員は利用者の人権の擁護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止の関する責任者を選定しています。 

 

虐待防止に関する責任者 かわにし苑 施設長 米澤 正倫 

（２） 成年後見制度の利用を支援します。 

（３） 苦情解決体制を整備します。 

（４） 福井市介護相談員を受け入れています。 

（５） 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（６） サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれ

を地域包括支援センターや市に通報します。 

 

14．協力医療機関等 

 施設では、下記の医療機関や歯科診療所等に協力をいただき、利用者の状態が急変した場

合などには、速やかに対応をお願いするようにしています。 

○協力医療機関 

   福井県済生会病院       (0776)‐23‐1111 福井市和田中町舟橋 7-1 

   福井県立すこやかシルバー病院（0776）‐98－2700 福井市島寺 93－6 

   富澤クリニック        (0776)‐83‐0043 福井市砂子坂 15-26 

○協力歯科医療機関 

村崎歯科医院          (0776)‐83‐0033 福井市砂子坂町 7-75 

森瀬歯科医院         (0776)‐83‐0067 福井市上野 9－46  

 

○協力皮膚科医療機関 

石黒皮膚科クリニック     (0776)‐51‐6700 坂井市春江町江留下高道 161-1 

◇緊急時の連絡先 

   緊急の場合には、「緊急連絡先一覧」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 



 

 

 

15．損害賠償について 

  当施設において、施設の責任によりご利用者様に生じた損害については、施設は、速や

かにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利

用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施

設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

16．第三者評価の公表について 

  第三者評価を実施した場合、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結

果の開示状況等を明確にし、事業所内で確認、若しくは閲覧できるようにいたします。 

 

介護老人福祉施設サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づい

て重要な事を説明し交付しました。 

【事業者住所】  福井市砂子坂町第９号５番地 

【職 名】   生活相談員 

【氏 名】               ㊞ 

 

令和   年  月  日 

 

 私は、契約書及び本書面により、施設から介護老人福祉施設サービスについて重要事項

説明を受け同意しました。 

【利用者住所】 

 

【氏 名】             ㊞ 

 

【代理人住所】 

 

【氏 名】             ㊞ 

 

【続 柄】 

 

【身元引受人住所】 

 

【氏 名】             ㊞ 

 

【続 柄】 

 

【身元引受人住所】 

 

【氏 名】             ㊞ 

 

【続 柄】 

 

 


